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従業員各位

株式会社● 

通勤交通費の取扱について

 当社、賃金規定●条では、通勤交通費は公共交通機関を利用する者に、自宅

から会社まで運賃・時間・距離からみて、最も合理的で経済的な経路による定

期乗車券購入実費を支給する旨定めております。ところが、最近、一部の従業

員の中には、通勤交通費を受給しながら自転車やバイクで通勤するなどしてい

る方がいるようです。また、通勤交通費申請の通勤経路とは別により運賃が安

い通勤経路で通勤している方もいるようです。

 上記行為はいずれも賃金規定に違反するものです。今後、同様の行為を行っ

た場合は懲戒処分を行う場合がありますので注意下さい。通勤経路を変更する

場合は、総務部まで申し出て下さい。
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